
令
和
３
年
五
條
市
議
会
第
３
回
臨
時
会
及
び

　
　
　
　
　

    

第
３
回
９
月
定
例
会
の
概
要 

　

令
和
3
年
第
3
回
臨
時
会
は
、
７
月
20
日
開
会
、
会
期

を
８
月
2
日
ま
で
の
14
日
間
と
決
定
し
、
五
條
市
議
会
議

員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
全
部
改
正
つ
い
て
、
議
案
審

議
及
び
議
決
を
行
い
、
８
月
２
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。

　

令
和
３
年
第
３
回
９
月
定
例
会
は
、
９
月
１
日
に
開
会
、

会
期
を
30
日
ま
で
の
30
日
間
と
決
定
し
、
初
日
に
市
長
か

ら
の
市
政
の
報
告
と
提
出
議
案
の
説
明
を
受
け
る
と
と
も

に
、
教
育
委
員
会
か
ら
の
点
検
評
価
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

本
定
例
会
に
お
い
て
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、「
一
般
質
問
の
自
粛
」
を
申
し

合
わ
せ
、
一
般
質
問
を
行
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ま
た
、
調
査
特
別
委
員
会
か
ら
、
総
合
体
育
館
及
び
公

園
緑
地
課
等
の
事
務
・
事
業
並
び
に
入
札
及
び
随
意
契
約

の
締
結
に
関
す
る
調
査
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

本
定
例
会
に
は
、
令
和
2
年
度
各
会
計
決
算
認
定
を
は

じ
め
、
重
要
案
件
が
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
慎

重
審
議
を
行
い
、
９
月
29
日
に
議
事
が
全
部
終
了
し
、
閉

会
し
ま
し
た
。           

問い合わせ先 　五條市議会事務局 電話　（２３）２０００　  〒637－8501 五條市本町 1丁目 1番 1号
令和３年１１月 1日発行　市議会だよりGOJO 81 号
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朝
夕
と
冷
え
込
む
季
節
と
な
り

ま
し
た
が
、
皆
様
い
か
が
お
過
ご

し
で
し
ょ
う
か
。

　

私
た
ち
市
議
会
議
員
の
任
期
は

11
月
30
日
を
も
っ
て
満
了
と
な
り

ま
す
。

　

こ
の
4
年
間
、
多
く
の
市
民
の

皆
様
か
ら
ご
意
見
を
賜
り
、
市
政

に
反
映
で
き
る
よ
う
鋭
意
取
り
組

ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

し
か
し
、
議
員
、
職
員
、
業
者

が
官
製
談
合
で
逮
捕
さ
れ
る
不
祥

事
に
つ
き
ま
し
て
は
、
心
よ
り
お

詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
後
こ
の
よ
う
な
事
案
が
起
こ

ら
な
い
よ
う
、
調
査
特
別
委
員
会

を
設
置
し
た
報
告
書
（
概
要
）
を

掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
の
時
代
、
市
政

は
大
変
な
厳
し
さ
が
予
想
さ
れ
ま

す
が
、
市
民
の
皆
様
と
共
に
住
み

よ
い
五
條
市
を
目
指
し
て
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

11
月
10
日
か
ら
新
庁
舎
に
移
転

い
た
し
ま
す
が
、
気
持
ち
も
新
た

に
、
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

議
会
広
報
編
集
委
員
会
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コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書

   新型コロナウイルス感染症のまん延により、地域経済にも大きな影響が及び、地方財政は
来年度においても、引き続き、巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。
　地方自治体では、コロナ禍への対応はもとより、地域の防災・減災、雇用の確保、地球温
暖化対策などの喫緊の課題に迫られているほか、医療介護、子育てをはじめとした社会保障
関係経費や公共施設の老朽化対策費など将来に向け増嵩する財政需要に見合う財源が求めら
れる。
　その財源確保のため、地方税制の充実確保が強く望まれる。
　よって、国においては、令和４年度地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよ
う、強く要望する。
                                                                         記              
１ 令和４年度以降３年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革の基本方針
　２０２１」において、令和３年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を
　確保するとされているが、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が毎年度増大している現
　状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保する
　こと。
２　固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは家
　屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染
　症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などにより国の責任において対応す
　べきものである。よって、現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終
　了すること。
３　令和３年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和
　２年度と同額とする負担調整措置については、令和３年度限りとすること。
４　令和３年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減
　の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。
５　炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地
　方に税源配分すること。
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。　

　令和３年９月２９日                                                                                          五 條 市 議 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

お知らせお知らせ

   市民の皆様から、ご意見等の投書をいただ
くことがあります。
　的確に、ご意見にお答えしていきたいと考
えておりますので、ご氏名・ご連絡先を明記
していただきますようお願いいたします。　　
　　　　　　　 　　　　　　       五條市議会         ☆折衝接遇経費　 1 件

議長交際費をお知らせします議長交際費をお知らせします
　議長交際費は、議長が五條市議会を代表して、議
会運営上、特に必要と認める場合予算の範囲内で支
出する経費です。
　支出にあたっては、社会通念上適当と認められる
範囲で、必要最小限になるよう努めています。
　令和３年度の上半期（４月～９月）の支出状況は、
次のとおりです。

    ６１，５００円
　   ☆儀礼的経費　 　　5 件  　 　   ５６，５００円

 　  ５，０００円

     　 合　　計　　　　６ 件         



総
務
文
教
常
任
委
員
会

厚生建設常任委員会の報告ほか

厚
生
建
設
常
任
委
員
会

   
９
月
定
例
会
で
本
委
員
会
に
五
條
市

過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画
の
策
定
に

つ
い
て
、
五
條
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
5
号
）
議
定
に
つ
い
て
の
２
議
案

が
付
託
さ
れ
、
審
査
の
結
果
、
全
員
一

致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し

た
。

　

委
員
会
で
の
質
疑
内
容
の
一
部
を
抜

粋
し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。　

　

ま
た
、
付
託
議
案
の
審
査
終
了
後
、

当
局
か
ら
、
「
新
庁
舎
開
庁
に
伴
う
五

條
市
地
域
公
共
交
通
網
の
再
編
に
つ
い

て
」
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

五
條
市
過
疎
地
域
持
続
的
発
展

五
條
市
過
疎
地
域
持
続
的
発
展

計
画
の
策
定
つ
い
て

計
画
の
策
定
つ
い
て

過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画
と
は

　

過
疎
地
域
の
自
立
促
進
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
、
過
疎
地
域
自
立
促
進

特
別
措
置
法
が
令
和
3
年
3
月
31
日
を

も
っ
て
、
期
限
を
迎
え
た
こ
と
に
伴
い
、

同
年
4
月
1
日
付
け
で
施
行
さ
れ
た
過

疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す

る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
過

疎
対
策
事
業
債
な
ど
、
国
の
財
政
上
の

支
援
等
を
効
果
的
に
活
用
す
る
た
め
、

そ
れ
ら
の
根
拠
と
な
る
計
画
で
あ
る
。

委
員
委
員　

新
過
疎
計
画
に
基
づ
く
過
疎
対

策
事
業
債
の
申
請
時
期
は
。

答
弁
答
弁　

年
度
末
に
過
疎
対
策
事
業
債
の

申
請
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

委
員
委
員　

負
担
割
合
は
。

答
弁
答
弁　

今
ま
で
と
同
様
に
7
割
が
交
付

税
措
置
で
あ
り
、
3
割
が
一
般
財
源
で

あ
る
。

委
員
委
員　

奈
良
県
指
定
有
形
文
化
財
の
保

全
ま
た
は
、
修
理
を
行
う
際
の
補
助
金

の
有
無
は
。　

答
弁
答
弁　

県
が
県
指
定
文
化
財
保
全
保
存

修
理
事
業
費
補
助
金
と
し
、
補
助
対
象

事
業
費
の
60
％
以
内
費
の
補
助
を
行
い
、

市
が
文
化
財
保
存
事
業
費
補
助
金
と
し

て
、
残
り
の
補
助
対
象
事
業
費
の
3
分

の
1
の
補
助
を
行
い
、
3
分
の
２
が
所

有
者
負
担
と
な
る
。

委
員
委
員　

合
併
浄
化
槽
設
置
費
用
の
補
助

は
な
い
の
か
。

答
弁
答
弁　

公
共
下
水
道
事
業
認
可
区
域
内

で
は
合
併
浄
化
槽
の
補
助
は
な
い
が
、

今
後
見
直
し
で
き
る
か
に
つ
い
て
研
究

し
て
ま
い
る
。

委
員
委
員　

い
つ
本
市
が
み
な
し
過
疎
地
域

及
び
全
部
過
疎
地
域
と
な
っ
た
の
か
。

答
弁
答
弁　

み
な
し
過
疎
地
域
と
な
っ
た
の

は
平
成
17
年
の
市
村
合
併
時
で
あ
り
、

全
部
過
疎
地
域
は
平
成
29
年
か
ら
で
あ

る
。

委
員　
委
員　

過
疎
地
域
か
ら
除
外
と
な
る
要

件
は
。

答
弁
答
弁　

人
口
要
件
と
財
政
力
要
件
の
二

つ
が
あ
る
が
人
口
要
件
と
し
て
は
、
本

市
は
平
成
２
年
か
ら
平
成
27
年
ま
で
の

中
期
の
人
口
減
少
率
が
22
％
以
上
減
少

し
て
お
り
、
25
年
間
基
準
を
依
然
満
た

し
て
い
る
。
除
外
と
な
る
中
期
の
人
口

要
件
と
し
て
は
21
％
未
満
で
あ
る
。

委
員
委
員　

過
疎
対
策
事
業
債
を
人
口
減
少

対
策
と
し
て
活
用
で
き
る
の
か
。

答
弁
答
弁　

人
口
減
少
対
策
の
助
成
事
業
あ

る
い
は
補
助
事
業
に
つ
い
て
は
、
過
疎

対
策
事
業
債
の
現
行
制
度
に
お
い
て
対

象
と
な
る
。

令
和
３
年
度
五
條
市
一
般
会
計
補

令
和
３
年
度
五
條
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
５
号
）
議
定
に
つ
い

正
予
算
（
第
５
号
）
議
定
に
つ
い

てて委
員
委
員　

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
業

務
委
託
料
の
追
加
の
内
容
は
。

答
弁
答
弁　

南
奈
良
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
に

お
け
る
個
別
接
種
が
増
加
し
た
こ
と
と

国
が
個
別
接
種
を
促
進
す
る
た
め
に
診

療
時
間
外
や
休
日
に
接
種
を
し
た
場
合

の
医
療
機
関
へ
の
加
算
制
度
が
、
４
月

１
日
に
遡
及
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
た

め
に
不
足
が
生
じ
た
。

委
員
委
員　

12
歳
未
満
の
方
へ
の
接
種
の
予

定
は
。

答
弁
答
弁　

国
が
接
種
を
認
め
て
い
る
年
齢

は
12
歳
以
上
の
方
で
あ
る
た
め
、
現
在

は
12
歳
以
上
の
方
へ
の
接
種
を
実
施
し

て
い
る
が
、
国
が
12
歳
未
満
の
方
も
接

種
可
能
と
認
め
た
場
合
は
市
と
し
て
も

検
討
し
て
ま
い
る
。

委
員
委
員　

市
外
で
ワ
ク
チ
ン
接
種
し
た
場

合
の
行
政
間
で
の
情
報
共
有
は
。

答
弁
答
弁　

国
が
作
っ
た
ワ
ク
チ
ン
接
種
記

録
シ
ス
テ
ム
（
Ｖ
Ｒ
Ｓ
）
に
記
録
が
残

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

委
員
委
員　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
応
地

方
創
生
臨
時
交
付
金
が
不
用
と
な
っ
た

場
合
の
使
途
は
。

答
弁
答
弁　

使
途
は
限
定
さ
れ
て
お
り
事
業

計
画
を
県
を
通
じ
て
国
に
提
出
し
、
認

め
ら
れ
た
も
の
が
交
付
金
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
。
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９
月
定
例
会
で
本
委
員
会
に
五
條
市

墓
地
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）
議
定
に
つ
い
て
等
の
３
議
案
が
付

託
さ
れ
、
審
査
の
結
果
、
全
員
一
致
で

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。

　

委
員
会
で
の
質
疑
内
容
の
一
部
を
抜

粋
し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

ま
た
、
付
託
議
案
の
審
査
終
了
後
、

当
局
か
ら
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ

ク
チ
ン
接
種
の
現
状
と
今
後
に
つ
い
て

」
及
び
「
五
條
市
更
生
支
援
の
推
進
に

関
す
る
具
体
的
な
取
組
に
つ
い
て
」
の

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

五
條
市
墓
地
事
業
特
別
会
計
補

五
條
市
墓
地
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
１
号
）
議
定
に
つ

正
予
算
（
第
１
号
）
議
定
に
つ

い
て
い
て

委
員
委
員　

墓
地
の
区
画
の
現
状
と
今
後
の

利
用
方
法
は
。

答
弁
答
弁　

五
條
市
新
墓
が
約
９
０
０
区
画

あ
る
中
で
、
未
使
用
区
画
が
約
１
４
０

区
画
あ
り
、
そ
の
区
画
を
返
還
し
て
い

た
だ
き
、
再
募
集
を
行
い
希
望
さ
れ
る

方
に
墓
地
を
使
用
し
て
い
た
だ
く
。

委
員
委
員　

返
還
金
の
金
額
は
。

答
弁
答
弁　

五
條
市
新
墓
で
昭
和
45
年
以
降

に
造
成
し
た
区
域
に
お
い
て
、
未
使
用

の
場
合
は
10
万
円
、
使
用
さ
れ
て
い
た

場
合
は
５
万
円
の
返
還
金
と
な
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
他
の
墓
地
に
つ
い
て

は
、
返
還
金
は
な
い
。

委
員
委
員　

墓
石
が
倒
れ
か
け
て
い
る
よ
う

な
危
険
な
場
所
等
の
確
認
を
行
っ
て
い

る
か
。

答
弁
答
弁　

報
告
は
受
け
て
お
り
、
現
在
調

査
を
進
め
て
い
る
。
そ
の
調
査
で
墓
石

が
倒
れ
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て

も
今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。

訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

委
員　
委
員　

訴
訟
の
相
手
方
が
11
人
と
な
っ

た
理
由
は
。

答
弁　

談
合
の
各
事
件
に
関
わ
っ
た
も

の
で
あ
る
。

委
員　
委
員　

法
人
の
代
表
取
締
役
が
訴
訟
の

相
手
方
に
な
っ
て
い
る
理
由
は
。

答
弁　

使
用
者
の
責
任
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。

委
員　
委
員　

訴
訟
の
相
手
方
と
な
っ
て
い
る

業
者
の
入
札
参
加
停
止
期
間
は
。

答
弁　

業
者
に
よ
り
入
札
参
加
停
止
の

措
置
の
始
ま
り
は
異
な
る
が
、
２
年
間

で
あ
る
。

奈
良
県
広
域
消
防
組
合
議
会

第
１
回
臨
時
会
の
概
要
報
告

去
る
７
月
27
日
、
火
曜
日
、
午
後
２

時
か
ら
奈
良
県
広
域
消
防
組
合
消
防
本

部
に
お
い
て
、
全
員
協
議
会
に
引
き
続

き
開
催
さ
れ
ま
し
た
令
和
３
年
奈
良
県

広
域
消
防
組
合
議
会
第
１
回
臨
時
会
の

概
要
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

本
臨
時
会
で
は
、
初
め
に
、
御
杖
村

古
川
芳
明
議
員
が
臨
時
議
長
に
指
名
さ

れ
た
後
、
管
理
者
の
橿
原
市
長
か
ら
議

会
招
集
の
挨
拶
が
あ
り
、
続
い
て
議
事

日
程
に
よ
り
、
仮
議
席
の
指
定
の
後
、

議
長
の
選
挙
が
行
わ
れ
議
長
に
は
、
香

芝
・
広
陵
区
分
選
出
の
川
田
裕
議
員
が

選
任
さ
れ
、
続
い
て
議
席
の
指
定
を
行

い
、
本
臨
時
会
の
会
期
を
１
日
間
と
す

る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
会
議
録
署
名
議

員
の
指
名
に
続
き
、
副
議
長
の
選
挙
が

行
わ
れ
副
議
長
に
は
、
山
辺
区
分
選
出

の
内
田
智
之
議
員
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
議
長
か
ら
諸
報
告
、
管
理
者

か
ら
行
政
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
議
案
審
議
に
入
り
、
損
害
賠

償
の
額
の
決
定
の
専
決
処
分
並
び
に
令

和
２
年
度
奈
良
県
広
域
消
防
組
合
一
般

会
計
事
故
繰
越
し
繰
越
計
算
書
の
２
議

案
に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
り
、
議
案
審

議
に
お
い
て
、
令
和
３
年
度
奈
良
県
広

域
消
防
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）
に
つ
い
て
の
提
案
説
明
の
後
、

議
員
か
ら
債
務
負
担
行
為
補
正
案
に
対

し
、
当
初
整
備
の
時
点
で
一
時
的
な
増

額
の
予
測
は
可
能
で
は
な
か
っ
た
か
と

の
意
見
と
、
次
回
更
新
時
に
は
合
理
的

な
契
約
内
容
を
十
分
検
討
す
る
よ
う
提

案
が
あ
り
ま
し
た
が
、
慎
重
審
議
を
経

て
採
決
の
結
果
、
全
員
一
致
を
も
っ
て

本
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

    

続
い
て
、
消
防
車
両
等
の
購
入
に
伴

う
財
産
の
取
得
に
つ
い
て
等
４
議
案
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
提
案
説
明
の
後
、

慎
重
審
議
を
経
て
採
決
の
結
果
、
全
員

一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

   

次
に
、
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
、

桜
井
区
分
選
出
の
大
西
亘
議
員
が
全
員

一
致
を
も
っ
て
同
意
さ
れ
、
本
臨
時
会

は
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。

　　
　
　
　



総
務
文
教
常
任
委
員
会

厚生建設常任委員会の報告ほか

厚
生
建
設
常
任
委
員
会

   

９
月
定
例
会
で
本
委
員
会
に
五
條
市

過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画
の
策
定
に

つ
い
て
、
五
條
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
5
号
）
議
定
に
つ
い
て
の
２
議
案

が
付
託
さ
れ
、
審
査
の
結
果
、
全
員
一

致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し

た
。

　

委
員
会
で
の
質
疑
内
容
の
一
部
を
抜

粋
し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。　

　

ま
た
、
付
託
議
案
の
審
査
終
了
後
、

当
局
か
ら
、
「
新
庁
舎
開
庁
に
伴
う
五

條
市
地
域
公
共
交
通
網
の
再
編
に
つ
い

て
」
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

五
條
市
過
疎
地
域
持
続
的
発
展

五
條
市
過
疎
地
域
持
続
的
発
展

計
画
の
策
定
つ
い
て

計
画
の
策
定
つ
い
て

過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画
と
は

　

過
疎
地
域
の
自
立
促
進
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
、
過
疎
地
域
自
立
促
進

特
別
措
置
法
が
令
和
3
年
3
月
31
日
を

も
っ
て
、
期
限
を
迎
え
た
こ
と
に
伴
い
、

同
年
4
月
1
日
付
け
で
施
行
さ
れ
た
過

疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す

る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
過

疎
対
策
事
業
債
な
ど
、
国
の
財
政
上
の

支
援
等
を
効
果
的
に
活
用
す
る
た
め
、

そ
れ
ら
の
根
拠
と
な
る
計
画
で
あ
る
。

委
員
委
員　

新
過
疎
計
画
に
基
づ
く
過
疎
対

策
事
業
債
の
申
請
時
期
は
。

答
弁
答
弁　

年
度
末
に
過
疎
対
策
事
業
債
の

申
請
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

委
員
委
員　

負
担
割
合
は
。

答
弁
答
弁　

今
ま
で
と
同
様
に
7
割
が
交
付

税
措
置
で
あ
り
、
3
割
が
一
般
財
源
で

あ
る
。

委
員
委
員　

奈
良
県
指
定
有
形
文
化
財
の
保

全
ま
た
は
、
修
理
を
行
う
際
の
補
助
金

の
有
無
は
。　

答
弁
答
弁　

県
が
県
指
定
文
化
財
保
全
保
存

修
理
事
業
費
補
助
金
と
し
、
補
助
対
象

事
業
費
の
60
％
以
内
費
の
補
助
を
行
い
、

市
が
文
化
財
保
存
事
業
費
補
助
金
と
し

て
、
残
り
の
補
助
対
象
事
業
費
の
3
分

の
1
の
補
助
を
行
い
、
3
分
の
２
が
所

有
者
負
担
と
な
る
。

委
員
委
員　

合
併
浄
化
槽
設
置
費
用
の
補
助

は
な
い
の
か
。

答
弁
答
弁　

公
共
下
水
道
事
業
認
可
区
域
内

で
は
合
併
浄
化
槽
の
補
助
は
な
い
が
、

今
後
見
直
し
で
き
る
か
に
つ
い
て
研
究

し
て
ま
い
る
。

委
員
委
員　

い
つ
本
市
が
み
な
し
過
疎
地
域

及
び
全
部
過
疎
地
域
と
な
っ
た
の
か
。

答
弁
答
弁　

み
な
し
過
疎
地
域
と
な
っ
た
の

は
平
成
17
年
の
市
村
合
併
時
で
あ
り
、

全
部
過
疎
地
域
は
平
成
29
年
か
ら
で
あ

る
。

委
員　
委
員　

過
疎
地
域
か
ら
除
外
と
な
る
要

件
は
。

答
弁
答
弁　

人
口
要
件
と
財
政
力
要
件
の
二

つ
が
あ
る
が
人
口
要
件
と
し
て
は
、
本

市
は
平
成
２
年
か
ら
平
成
27
年
ま
で
の

中
期
の
人
口
減
少
率
が
22
％
以
上
減
少

し
て
お
り
、
25
年
間
基
準
を
依
然
満
た

し
て
い
る
。
除
外
と
な
る
中
期
の
人
口

要
件
と
し
て
は
21
％
未
満
で
あ
る
。

委
員
委
員　

過
疎
対
策
事
業
債
を
人
口
減
少

対
策
と
し
て
活
用
で
き
る
の
か
。

答
弁
答
弁　

人
口
減
少
対
策
の
助
成
事
業
あ

る
い
は
補
助
事
業
に
つ
い
て
は
、
過
疎

対
策
事
業
債
の
現
行
制
度
に
お
い
て
対

象
と
な
る
。

令
和
３
年
度
五
條
市
一
般
会
計
補

令
和
３
年
度
五
條
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
５
号
）
議
定
に
つ
い

正
予
算
（
第
５
号
）
議
定
に
つ
い

てて委
員
委
員　

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
業

務
委
託
料
の
追
加
の
内
容
は
。

答
弁
答
弁　

南
奈
良
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
に

お
け
る
個
別
接
種
が
増
加
し
た
こ
と
と

国
が
個
別
接
種
を
促
進
す
る
た
め
に
診

療
時
間
外
や
休
日
に
接
種
を
し
た
場
合

の
医
療
機
関
へ
の
加
算
制
度
が
、
４
月

１
日
に
遡
及
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
た

め
に
不
足
が
生
じ
た
。

委
員
委
員　

12
歳
未
満
の
方
へ
の
接
種
の
予

定
は
。

答
弁
答
弁　

国
が
接
種
を
認
め
て
い
る
年
齢

は
12
歳
以
上
の
方
で
あ
る
た
め
、
現
在

は
12
歳
以
上
の
方
へ
の
接
種
を
実
施
し

て
い
る
が
、
国
が
12
歳
未
満
の
方
も
接

種
可
能
と
認
め
た
場
合
は
市
と
し
て
も

検
討
し
て
ま
い
る
。

委
員
委
員　

市
外
で
ワ
ク
チ
ン
接
種
し
た
場

合
の
行
政
間
で
の
情
報
共
有
は
。

答
弁
答
弁　

国
が
作
っ
た
ワ
ク
チ
ン
接
種
記

録
シ
ス
テ
ム
（
Ｖ
Ｒ
Ｓ
）
に
記
録
が
残

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

委
員
委
員　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
応
地

方
創
生
臨
時
交
付
金
が
不
用
と
な
っ
た

場
合
の
使
途
は
。

答
弁
答
弁　

使
途
は
限
定
さ
れ
て
お
り
事
業

計
画
を
県
を
通
じ
て
国
に
提
出
し
、
認

め
ら
れ
た
も
の
が
交
付
金
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
。
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９
月
定
例
会
で
本
委
員
会
に
五
條
市

墓
地
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）
議
定
に
つ
い
て
等
の
３
議
案
が
付

託
さ
れ
、
審
査
の
結
果
、
全
員
一
致
で

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。

　

委
員
会
で
の
質
疑
内
容
の
一
部
を
抜

粋
し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

ま
た
、
付
託
議
案
の
審
査
終
了
後
、

当
局
か
ら
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ

ク
チ
ン
接
種
の
現
状
と
今
後
に
つ
い
て

」
及
び
「
五
條
市
更
生
支
援
の
推
進
に

関
す
る
具
体
的
な
取
組
に
つ
い
て
」
の

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

五
條
市
墓
地
事
業
特
別
会
計
補

五
條
市
墓
地
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
１
号
）
議
定
に
つ

正
予
算
（
第
１
号
）
議
定
に
つ

い
て
い
て

委
員
委
員　

墓
地
の
区
画
の
現
状
と
今
後
の

利
用
方
法
は
。

答
弁
答
弁　

五
條
市
新
墓
が
約
９
０
０
区
画

あ
る
中
で
、
未
使
用
区
画
が
約
１
４
０

区
画
あ
り
、
そ
の
区
画
を
返
還
し
て
い

た
だ
き
、
再
募
集
を
行
い
希
望
さ
れ
る

方
に
墓
地
を
使
用
し
て
い
た
だ
く
。

委
員
委
員　

返
還
金
の
金
額
は
。

答
弁
答
弁　

五
條
市
新
墓
で
昭
和
45
年
以
降

に
造
成
し
た
区
域
に
お
い
て
、
未
使
用

の
場
合
は
10
万
円
、
使
用
さ
れ
て
い
た

場
合
は
５
万
円
の
返
還
金
と
な
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
他
の
墓
地
に
つ
い
て

は
、
返
還
金
は
な
い
。

委
員
委
員　

墓
石
が
倒
れ
か
け
て
い
る
よ
う

な
危
険
な
場
所
等
の
確
認
を
行
っ
て
い

る
か
。

答
弁
答
弁　

報
告
は
受
け
て
お
り
、
現
在
調

査
を
進
め
て
い
る
。
そ
の
調
査
で
墓
石

が
倒
れ
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て

も
今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。

訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

委
員　
委
員　

訴
訟
の
相
手
方
が
11
人
と
な
っ

た
理
由
は
。

答
弁　

談
合
の
各
事
件
に
関
わ
っ
た
も

の
で
あ
る
。

委
員　
委
員　

法
人
の
代
表
取
締
役
が
訴
訟
の

相
手
方
に
な
っ
て
い
る
理
由
は
。

答
弁　

使
用
者
の
責
任
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。

委
員　
委
員　

訴
訟
の
相
手
方
と
な
っ
て
い
る

業
者
の
入
札
参
加
停
止
期
間
は
。

答
弁　

業
者
に
よ
り
入
札
参
加
停
止
の

措
置
の
始
ま
り
は
異
な
る
が
、
２
年
間

で
あ
る
。

奈
良
県
広
域
消
防
組
合
議
会

第
１
回
臨
時
会
の
概
要
報
告

去
る
７
月
27
日
、
火
曜
日
、
午
後
２

時
か
ら
奈
良
県
広
域
消
防
組
合
消
防
本

部
に
お
い
て
、
全
員
協
議
会
に
引
き
続

き
開
催
さ
れ
ま
し
た
令
和
３
年
奈
良
県

広
域
消
防
組
合
議
会
第
１
回
臨
時
会
の

概
要
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

本
臨
時
会
で
は
、
初
め
に
、
御
杖
村

古
川
芳
明
議
員
が
臨
時
議
長
に
指
名
さ

れ
た
後
、
管
理
者
の
橿
原
市
長
か
ら
議

会
招
集
の
挨
拶
が
あ
り
、
続
い
て
議
事

日
程
に
よ
り
、
仮
議
席
の
指
定
の
後
、

議
長
の
選
挙
が
行
わ
れ
議
長
に
は
、
香

芝
・
広
陵
区
分
選
出
の
川
田
裕
議
員
が

選
任
さ
れ
、
続
い
て
議
席
の
指
定
を
行

い
、
本
臨
時
会
の
会
期
を
１
日
間
と
す

る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
会
議
録
署
名
議

員
の
指
名
に
続
き
、
副
議
長
の
選
挙
が

行
わ
れ
副
議
長
に
は
、
山
辺
区
分
選
出

の
内
田
智
之
議
員
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
議
長
か
ら
諸
報
告
、
管
理
者

か
ら
行
政
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
議
案
審
議
に
入
り
、
損
害
賠

償
の
額
の
決
定
の
専
決
処
分
並
び
に
令

和
２
年
度
奈
良
県
広
域
消
防
組
合
一
般

会
計
事
故
繰
越
し
繰
越
計
算
書
の
２
議

案
に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
り
、
議
案
審

議
に
お
い
て
、
令
和
３
年
度
奈
良
県
広

域
消
防
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）
に
つ
い
て
の
提
案
説
明
の
後
、

議
員
か
ら
債
務
負
担
行
為
補
正
案
に
対

し
、
当
初
整
備
の
時
点
で
一
時
的
な
増

額
の
予
測
は
可
能
で
は
な
か
っ
た
か
と

の
意
見
と
、
次
回
更
新
時
に
は
合
理
的

な
契
約
内
容
を
十
分
検
討
す
る
よ
う
提

案
が
あ
り
ま
し
た
が
、
慎
重
審
議
を
経

て
採
決
の
結
果
、
全
員
一
致
を
も
っ
て

本
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

    

続
い
て
、
消
防
車
両
等
の
購
入
に
伴

う
財
産
の
取
得
に
つ
い
て
等
４
議
案
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
提
案
説
明
の
後
、

慎
重
審
議
を
経
て
採
決
の
結
果
、
全
員

一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

   

次
に
、
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
、

桜
井
区
分
選
出
の
大
西
亘
議
員
が
全
員

一
致
を
も
っ
て
同
意
さ
れ
、
本
臨
時
会

は
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。
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主
の
方
を
対
象
に
し
た
休
業
要
請
の
協

力
金
の
加
算
や
中
小
企
業
経
営
者
等
へ

の
事
業
者
支
援
金
の
支
給
、
ま
た
、
収

入
が
減
少
し
た
中
小
企
業
経
営
者
の
方

へ
の
家
賃
支
援
事
業
等
を
行
っ
た
。

民
生
費
に
つ
い
て

民
生
費
に
つ
い
て

委
員　
委
員　

産
婦
人
科
一
次
救
急
体
制
整
備

負
担
金
の
内
容
は
。

答
弁
答
弁　

か
か
り
つ
け
の
医
師
が
不
在
で

妊
婦
に
受
診
の
必
要
が
あ
る
場
合
、
県

の
輪
番
制
で
産
婦
人
科
の
医
師
に
受
診

し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
制
度
で

あ
り
、
県
に
対
し
て
負
担
金
を
支
出
し

て
い
る
。

教
育
費
に
つ
い
て

教
育
費
に
つ
い
て

委
員　
委
員　

幼
稚
園
の
感
染
症
対
策
用
備
品

購
入
費
の
内
容
は
。

答
弁　
答
弁　

空
気
清
浄
機
及
び
タ
ワ
ー
フ
ァ

ン
で
あ
る
。

委
員　
委
員　

小
学
校
５
、
６
年
生
の
教
科
担

任
制
の
取
組
は
。

答
弁
答
弁　

現
在
全
て
の
小
学
校
に
お
い
て

教
科
担
任
制
を
実
施
し
て
お
り
、
小
学

校
の
外
国
語
の
授
業
を
中
学
校
の
教
員

が
行
っ
た
り
、
専
門
教
科
を
相
互
に
受

け
持
っ
て
い
る
。

委
員　
委
員　

令
和
４
年
度
か
ら
の
体
制
づ
く

り
は
。

9
月
定
例
会
で
は
、
令
和
2
年
度
の

各
会
計
決
算
に
つ
い
て
、
慎
重
審
議
を

期
す
た
め
、
本
特
別
委
員
会
を
設
置
し

て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

審
査
で
は
、
ま
ず
各
費
目
に
つ
い
て

審
査
を
行
い
、
続
い
て
総
括
質
問
を
行

い
ま
し
た
。

　

各
会
計
決
算
認
定
議
案
9
議
案
の
審

査
に
つ
い
て
、
委
員
会
で
の
質
疑
内
容

の
一
部
を
抜
粋
し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

歳
出
に
つ
い
て

歳
出
に
つ
い
て

総
務
費
に
つ
い
て

総
務
費
に
つ
い
て

委
員
委
員　

マ
イ
ク
ロ
バ
ス
借
上
料
の
内
容

は
。

答
弁
答
弁　

バ
ス
１
台
と
運
転
手
を
常
時
確

保
し
て
お
り
、
バ
ス
の
維
持
管
理
費
を

含
め
た
年
間
契
約
で
あ
る
。

委
員　
委
員　

現
在
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も

必
要
で
あ
る
か
。

答
弁　
答
弁　

常
時
確
保
し
て
い
た
こ
と
に
よ

り
、
通
学
バ
ス
の
密
を
避
け
る
た
め
の

続
行
便
を
迅
速
に
運
行
す
る
こ
と
が
で

き
た
が
、
今
後
は
、
契
約
の
内
容
等
検

討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

委
員
委
員　

飲
食
業
等
ほ
か
の
業
種
へ
の
支

援
は
。

答
弁　
答
弁　

中
小
企
業
経
営
者
や
個
人
事
業

10

決
算
審
査
特
別
委
員
会

答
弁
答
弁　

令
和
４
年
度
か
ら
実
施
が
決
定

さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
小
中
一
貫
教
を

先
行
し
て
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
大
事

に
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
つ
な
い
で
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

歳
入
に
つ
い
て

歳
入
に
つ
い
て

委
員　
委
員　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
利
用
人

数
及
び
前
年
度
と
の
比
較
は
。

答
弁
答
弁　

令
和
２
年
度
は
２
万
９
千
４
８

４
人
、
前
年
度
は
３
万
１
千
２
５
０
人

で
あ
り
、
２
年
度
は
若
干
減
少
し
て
い

る
。

委
員
委
員　

木
質
チ
ッ
プ
材
の
購
入
金
額
と

販
売
金
額
は
。

答
弁
答
弁　

３
２
３
万
３
千
１
８
６
円
で
購

入
し
、
３
６
２
万
１
千
9
7
0
円
で
販

売
し
た
。

特
別
会
計
に
つ
い
て

特
別
会
計
に
つ
い
て

委
員
委
員　

国
民
健
康
保
険
税
の
引
上
げ
を

抑
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
。

答
弁
答
弁　

県
の
運
営
方
針
に
基
づ
き
、
五

條
市
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
で
協

議
し
て
い
た
だ
い
た
方
針
に
よ
り
、
令

和
６
年
度
の
県
統
一
保
険
税
水
準
に
向

け
て
改
正
を
し
て
い
る
。

委
員　
委
員　

介
護
保
険
料
に
つ
い
て
。

答
弁
答
弁　

第
８
期
五
條
市
介
護
保
険
事
業

計
画
に
お
け
る
３
年
間
は
、
基
準
と
な

る
第
５
段
階
の
保
険
料
を
月
額
6
千
６

０
0
円
と
し
、
基
金
か
ら
約
１
億
５
千

６
０
０
万
円
を
取
り
崩
す
予
定
で
あ
る
。

総
括
質
問

総
括
質
問

委
員　
委
員　

学
校
適
正
化
後
の
学
校
運
営
が

当
時
の
説
明
と
違
う
学
級
編
成
と
な
っ

て
い
る
学
校
に
つ
い
て
。

答
弁
答
弁　

令
和
３
年
４
月
に
開
校
し
た
五

條
南
小
学
校
に
つ
い
て
は
、
学
校
適
正

化
基
本
計
画
策
定
時
に
お
い
て
、
全
学

年
２
学
級
編
成
と
な
る
見
込
み
で
説
明

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
令
和
３
年
４

月
時
点
で
児
童
数
の
減
少
に
よ
り
、
令

和
３
年
度
国
が
示
す
学
級
編
制
基
準
に

よ
り
現
在
の
学
級
編
制
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
５
、
６
年
生
に
お
い
て
は
、

国
の
少
数
加
配
を
活
用
し
２
学
級
編
制

と
し
て
い
る
。
ま
た
低
学
年
に
お
い
て

は
、
教
員
１
人
を
加
配
し
た
学
級
編
成

と
し
て
い
る
。
学
級
を
分
割
す
る
こ
と

よ
り
も
、
チ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
方
式

を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
教
員
の

ス
キ
ル
の
強
み
を
生
か
し
、
よ
り
き
め

細
や
か
な
指
導
を
進
め
て
い
る
。

委
員　
委
員　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

枚
数
等
は
。

答
弁
答
弁　

令
和
３
年
８
月
末
現
在
、
１
万

１
千
４
７
２
枚
を
交
付
し
て
い
る
。
交

付
率
は
39
・
07
％
で
あ
る
。
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引
上
げ
を

抑
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
。

答
弁
答
弁　

県
の
運
営
方
針
に
基
づ
き
、
五

條
市
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
で
協

議
し
て
い
た
だ
い
た
方
針
に
よ
り
、
令

和
６
年
度
の
県
統
一
保
険
税
水
準
に
向

け
て
改
正
を
し
て
い
る
。

委
員　
委
員　

介
護
保
険
料
に
つ
い
て
。

答
弁
答
弁　

第
８
期
五
條
市
介
護
保
険
事
業

計
画
に
お
け
る
３
年
間
は
、
基
準
と
な

る
第
５
段
階
の
保
険
料
を
月
額
6
千
６

０
0
円
と
し
、
基
金
か
ら
約
１
億
５
千

６
０
０
万
円
を
取
り
崩
す
予
定
で
あ
る
。

総
括
質
問

総
括
質
問

委
員　
委
員　

学
校
適
正
化
後
の
学
校
運
営
が

当
時
の
説
明
と
違
う
学
級
編
成
と
な
っ

て
い
る
学
校
に
つ
い
て
。

答
弁
答
弁　

令
和
３
年
４
月
に
開
校
し
た
五

條
南
小
学
校
に
つ
い
て
は
、
学
校
適
正

化
基
本
計
画
策
定
時
に
お
い
て
、
全
学

年
２
学
級
編
成
と
な
る
見
込
み
で
説
明

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
令
和
３
年
４

月
時
点
で
児
童
数
の
減
少
に
よ
り
、
令

和
３
年
度
国
が
示
す
学
級
編
制
基
準
に

よ
り
現
在
の
学
級
編
制
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
５
、
６
年
生
に
お
い
て
は
、

国
の
少
数
加
配
を
活
用
し
２
学
級
編
制

と
し
て
い
る
。
ま
た
低
学
年
に
お
い
て

は
、
教
員
１
人
を
加
配
し
た
学
級
編
成

と
し
て
い
る
。
学
級
を
分
割
す
る
こ
と

よ
り
も
、
チ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
方
式

を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
教
員
の

ス
キ
ル
の
強
み
を
生
か
し
、
よ
り
き
め

細
や
か
な
指
導
を
進
め
て
い
る
。

委
員　
委
員　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

枚
数
等
は
。

答
弁
答
弁　

令
和
３
年
８
月
末
現
在
、
１
万

１
千
４
７
２
枚
を
交
付
し
て
い
る
。
交

付
率
は
39
・
07
％
で
あ
る
。


